
入 札 公 告 

 
平成２７年７月１３日 

 
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 

理 事 長   小 川  康 恭 
 
１ 競争入札に付する事項 

件名及び数量 
簡易型三次元形状計測装置 一式の購入 
 

２ 競争参加資格に関する事項 
（１） 契約を締結する能力を有しないと認められる者又は破産者で復権を得ていない

者でないこと。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結の
ために必要な同意を得ている者はこの限りではない。 

（２） 以下の一に該当すると認められる場合は、その事実があった後２年間を経過し

ている者であること。なお、これを代理人、支配人その他の使用人として使用す

る者についても同様とする。 

① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若し

くは数量に関して不正の行為をした者。 

② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得る

ために連合した者。 

    ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 

  ④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。 

  ⑤ 正当な理由が無くて契約を履行しなかった者。 

    ⑥ ①～⑤の一に該当する事実があった後２年間を経過しない者を、契約の履行に

当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者。 

（３） 平成２５・２６・２７年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）にお

いて、厚生労働省大臣官房会計課長より「物品の製造」又は「物品の販売」にお

いてＡ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされている者。 

（４） 官庁から指名停止を受けている期間に該当しない者。 

 

３ 入札及び開札 

（１） 入札書の提出 

入札書は、郵便若しくは信書便による送達（以下「郵送等」という。）又は入

札会場への持参により受け付ける。 

    ただし、郵送等の場合には、書留郵便等の配達の記録が残るもので開札日当日

の午前１０時００分までに必着のこと。 

（２） 入札及び開札の日時、場所 

日時：平成２７年８月７日（金）午後２時３０分 
場所：住所 東京都清瀬市梅園１－４－６ 
      独立行政法人労働安全衛生総合研究所 
      本部棟３階 総務課会議室 

※入札者が開札に立ち会わない場合には、ＦＡＸにて結果をお知らせします。 
 
４ 仕様書に対する質問 

仕様書に対する質問がある場合は、次に従い提出することができる。 



（１） 受付期間及び方法 
平成２７年７月３１日（金）午後５時００分 
ＦＡＸ（Ａ４、様式自由）にて受け付ける。 

（２） 受付先 
住所：東京都清瀬市梅園１－４－６ 
独立行政法人労働安全衛生総合研究所総務部総務課 経理第一係 
ＴＥＬ：０４２－４９１－４５１２（内線２２９） 
ＦＡＸ：０４２－４９１－７８４６ 

（３） 回答 
平成２７年８月４日（火）までに回答する。 

 
５ その他 
（１）入札保証金に関する事項 

入札保証金の納付を免除する。 
（２）入札の無効 

上記２に示した競争参加資格を有しない者のした入札は、これを無効とする。 
（３）契約書作成の要否 

要。 
（４）契約に係る情報の公表に関する事項 

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基

本方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係

を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間

の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところで

ある。 

これに基づき、別紙のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホーム

ページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同

意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。 

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみな

すので、ご了知願いたい。 

 

以上 



＜独立行政法人の契約に係る情報の公表＞ 

 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方

針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有する法

人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況

について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 
 これに基づき、以下のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームペー

ジで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上

で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いい

たします。 
 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせ

ていただきますので、ご了知願います。 

（１）公表の対象となる契約先 
次のいずれにも該当する契約先 

① 当研究所において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること又は

課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、顧問等とし

て再就職していること 
② 当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の３分の１以上を占めてい

ること 
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外 

（２）公表する情報 
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約

締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 
① 当研究所の役員経験者及び課長相当職以上経験者（当研究所ＯＢ）の人数、職

名及び当研究所における最終職名 
② 当研究所との間の取引高 
③ 総売上高又は事業収入に占める当研究所との間の取引高の割合が、次の区分の

いずれかに該当する旨 
３分の１以上２分の１未満、２分の１以上３分の２未満又は３分の２以上 

④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨 
（３）当方に提供していただく情報 

① 契約締結日時点で在職している当研究所ＯＢに係る情報（人数、現在の職名及

び当研究所における最終職名等） 
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当研究所との間の取引高 

（４）公表日 
契約締結日の翌日から起算して原則として７２日以内（４月に締結した契約につい

ては原則として９３日以内） 

（５）その他 
   応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をし

ていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得

ますので、ご了知願います。 
 

（別紙） 



 

 

入札説明書 

 

１ 競争に付するもの 

簡易型三次元形状計測装置 一式の購入 
 

２ 業務の内容・規格・数量 

  仕様書のとおり 

 

３ 納入期限及び場所 

  期限 平成２７年８月３１日 
  場所 独立行政法人労働安全衛生総合研究所（清瀬地区） 

材料・新技術安全実験棟２階 腐食促進実験室 

 

４ 支払条件 

  物品納入の確認をもって支払うものとする。 
 
５ 入札心得 

 （１） 入札価格は、本件の履行に係る費用の総額に消費税等相当額を加えた金額とす

る。 
 （２） 落札者は、当法人の定める予定価格の制限の範囲内で最低価格を提示した者と

し、当該入札価格をもって落札価格とする。 

 （３） 入札書の形式は任意とする。（別紙様式１） 
 （４） 入札書の宛名は「独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事長」とすること。 

  （５） 入札書には、社名及び代表者名の記入、社印及び代表者印を押印すること。 

 （６） 代表者以外の者が入札する場合は、委任状を持参すること。（別紙様式２） 

 （７） 入札書における金額訂正は行わないこと。 

 （８） 入札の最低価格が予定価格を超えている場合はその場で再度入札を行うので、

そのための入札書を用意すること。なお、郵送等による入札の場合は、以下のと

おりとする。 
① 再度入札を行う際に参加を希望する場合は、あらかじめ複数の入札書を送付す

ること。入札書を封筒に入れ封印し、かつその表面に社名及び「開札日『入札件

名』の入札書在中」と記載し、初度入札の入札書在中の封筒には「１回目」と、

再度入札の入札書在中の封筒には「２回目」と記載して、それらをまとめ別の封

筒に入れ、送付すること。 
② 再度入札を行う際に参加を希望しない場合は、入札書を１通のみ送付すること。 

  （９）  落札とすべき同額の入札をした者が２人以上いるときは、直ちに当該入札参加

者にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 
６ 入札者に求められる義務 

この入札に参加を希望する者は、入札公告２（３）の競争参加資格を有することを証

明する書類を入札書と合わせて提出しなければならない。 
 
７ その他 

入札説明書についての不明点、入札書類等に関することは独立行政法人労働安全衛

生総合研究所総務部総務課経理第一係に問い合わせること。 
      電話 ０４２－４９１－４５１２ 塩見（内線２２９） 



別紙様式１ 
 

入  札  書 
 
 
 
 
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 理事長 殿 
 
 
 
 
１ 件 名 「簡易型三次元形状計測装置 一式の購入」 
 
 
 
 
２ 金 額  ￥                －（税込） 
 
 
 
上記のとおり入札いたします。 
 
 
 
 
 
 
           平成２７年  月  日 

 
入札者  住 所 

                 会 社 名 
                 代表者名             印 
                 代理人名             印 



別紙様式２ 
 

委  任  状 
 
 
独立行政法人労働安全衛生総合研究所 理事長 殿 
 
 
    は            を代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。 
 
 

記 
 
 
１ 委任する行為 
  「簡易型三次元形状計測装置 一式の購入」の一般競争入札に係る入札書の提出に関す

る一切の行為 
 
 
２ 委任する期日 
   平成   年   月   日 
 
 
 
 
 

平成２７年  月  日 
 
               住  所 
               会 社 名 
               代 表 者                   印 
               代理人名                   印 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

簡易型三次元形状計測装置仕様書 

  



0. 用語 

1. PC(Personal Computer) パーソナルコンピューター 

2. GUI(Graphical User Interface) グラフィカルユーザーインターフェイス 

3. スティッチング 観察視野をずらしながら領域連続的に対象を撮影または計測し、その結果を

つなげることで広い領域の観察または計測を行うこと 

4. xy方向 画面上、もしくはステージに向かって横(x)、縦(y)方向 

5. z方向 高さ方向 

6. WD ワーキングディスタンス 

7. HDR High Dynamic Range 異なる露出で撮影した画像を処理することで明暗のつぶれを

少なくした画像を構成する技術 

8. バウンディングボックス 形状に外接する最小の直方体 

9. csvファイル(Comma-Separated Values)カンマで値が区切られたファイル 

 

１. 装置仕様 

1.1 性能概要 

装置は非接触で三次元形状が計測できること。 

z方向の分解能は 0.1µm以下であること。 

z方向の繰り返し精度は 0.5µm以下であること。 

z方向に 10mm以上の変位があっても計測できること。 

最大測定範囲は 20×15mm以上であること。 

最小の測定範囲は 2×1.5mm以下であること。 

1測定に要する時間は 5秒以下であること。 

WDは 50mm以上であること。 

スティッチングにより 200×100mm以上の範囲の三次元形状が計測できること。 

1.2 ハードウェア仕様 

電源は 100V 50Hzに対応していること。 

耐環境性は周辺温度 15〜30℃、湿度は 35〜80%であること。 

重量：PC以外の合計が 30kg以内であること。 

ステージの仕様 

1. xy方向のストローク：両方とも 70mm以上であること。 

2. z方向のストローク：90mm以上で電動であること。 

3. 回転方向：±90度 

4. チルト（ステージの傾斜）：±30度 

5. 3kg以上のサンプルをステージに乗せて計測が可能であること。 



1.3 ソフトウェア仕様 

計測後の画像は深度合成機能により画像全体が位置ずれなくピントの合った画像が作成できる

こと 

計測後の画像はテクスチャ表示、z方向に応じたコンター表示、バウンディングボックスの表示

が可能であること 

三次元計測機能として、以下の項目の定量測定ができること。 

1. プロファイル 

2. 平均段差 

3. 体積 

4. 表面積 

5. うねり 

6. 線粗さ(最新の JIS B0601 準拠) 

16bitの HDR機能を備えていること。 

スティッチングは自動でデータが処理され、結合した画像と三次元形状を出力すること。 

計測した三次元形状を CSV等のテキストファイルで出力できること。 

1.4 装置構成 

装置は計測部、制御器、計測・解析用ソフトウェアを含む PCで構成されていること。 

PCは 1台であること。 

PCの OSは Windows7以降の OSであり、Windows7であれば Professional 64bit版であること。 

PCのモニターは 23インチ以上のワイド液晶モニターであること。 

 

２. その他 

機器納品の際に、機器仕様の性能の項目に記載されている項目は、納品された機器を用いて性能を証

明する書類を提出すること。 

設置作業開始から検収までは 1週間以内に終了すること。 

納品に必要な搬入機器等は基本的には受注者が用意すること。必要な場合は事前に相談すること。 

納品時に他の設備等に損害を与えた場合は速やかに研究所に報告し、受注者の負担により現状を速や

かに回復すること。 

納品の際に発生する梱包材等は原則として受注者が持ち帰ること。 
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